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　■高校情報科教科書　新編情報 I（2022年度用）　理論編・第 3章

0011 1111

ディスプレイやマウス，コンピュータ内部の部品のように物理的に存在
するものをハードウェアとよぶ。またハードウェア上で動作しているプロ
グラムやデータのように触れることができないものをソフトウェアとよぶ。
ハードウェアは，そのままでは単なる金属やプラスチックにすぎない。
ソフトウェアがハードウェア上の仕組みに働きかけることで，初めてハ
ードウェアに意味が生まれる。

コンピュータ上で動作するソフトウェアは，大きく２つに分類される。
特定の作業に用いるソフトウェアを総称して応

おう

用
よう

ソフトウェアとよぶ。
文書処理ソフトウェア，画像編集ソフトウェアなど，さまざまな種類が
ある。応用ソフトウェアは，アプリともよばれる。
ハードウェアと応用ソフトウェアの仲介役をするソフトウェアのこと
を基

き

本
ほん

ソフトウェアとよぶ。基本ソフトウェアが個々のハードウェアの
違いを吸収して処理を行うことで，応用ソフトウェアはさまざまな機器
で動作することができる。

ハードウェアとソフトウェア2

さまざまなソフトウェア   3 図 5

❶

❷

画素XXX～YYYを
担当する赤の画素を
点灯します

基本ソフトウェア

画面の中心に
赤い星を表示して

応用ソフトウェア

入力

出力

ハードウェア

　　　基本ソフトウェアと応用ソフトウェアの働き図 5

外側 内側

入力
マイクロホン スピーカー

出力

出力入力
タッチパネル

入力
カメラ

記憶
メモリ

演算制御
CPU
シーピーユー

　　　スマートフォンの五大装置の例図 4

入力装置
記憶装置
演算装置
出力装置
制御装置
周辺装置
ハードウェア
ソフトウェア
応用ソフトウェア
基本ソフトウェア

ロボット研究の分野では，人型の
ハードウェアを開発するだけでなく，
ソフトウェアについても人間そっく
りにする試みが行われている。
例えば，ある人型ロボットは，人

間の体内でやりとりされる化学物質
を電気信号で疑似的に再現し，人間
らしい感情を作り出しているという。

ロボットに心を

身の回りにあるコンピュータが入っている製品を挙げてみよう。

やってみよう！㉑

❷オペレーティングシステム
（OS）ともよばれる。

❶アプリケーションソフトウ
ェアの略称。
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　■高校情報科教科書　新編情報 I（2022年度用）　理論編・第 3章

0100 0000

コンピュータに指示する命令の集まりをプログラムとよび，プログラ
ムの作成に使われる言葉をプログラミング言

げん

語
ご

とよぶ。プログラムとい
う部品が集まってソフトウェアは動作する。
人間どうしで会話をするとき，私たちは日本語や英語を使う。プログ

ラミング言語は，コンピュータと人間が会話をするための言語である。
コンピュータは，0と 1の組み合わせの言語である機

き

械
かい

語
ご

以外は理解
することができない。機械語を人間が書くことは困難であるため，人間
にも分かりやすいプログラミング言語で命令を書いたソースコードを作
り，これを機械語に変換して動作させている。

料理を作るとき，必要なものはレシピと具材だが，プログラムはその
代わりに命令とデータを用いる。命令に従ってデータを加工することの
繰り返しでプログラムは動作する。

プログラムでコンピュータと会話する    1 図 1

プログラムは命令とデータでできている    2 図 2 図 3

画面に「Hello World」
と表示して

Hello Worldヲ
ヒョウジシマス

0110010...print('Hello World')

日本語

プログラミング言語 機械語

Hello
World

　　　コンピュータへの命令の流れ図 1

レシピと具材

足せ切れ

命令とデータ

　　　命令とデータの関係図 3

コンピュータの進化　プログラム内蔵方式のコンピュータは，ノイマン型コンピュータともよばれて
いる。また，現在は，より高速な処理を可能にする量子コンピュータなどの研究が進められている。

30

記憶装置に命令とデー
タの両方が格納された現
代のコンピュータの方式
を，プログラム内蔵方式
という。

プログラム内蔵方式

プログラミング言語に
はどのような種類がある
か調べてみよう。

やってみよう！㉒

　　　初期のコンピュータ
「E

エニアック

NIAC」
ENIACは，物理的に配線のパ
ターンを変えることで命令の
違いを実現していた。

図 2

ソフトウェアの仕組み22
ソフトウェアはどのように動作をして
いるのだろうか。

なぜ思ったとおりに
動かないんだ！

命令を
間違えて
いるから
だヨ！
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　■高校情報科教科書　新編情報 I（2022年度用）　巻末資料

1970（昭和45）年5月6日公布，2018（平成30）年７月13日改正（抜粋）
第一章　総則
第一節　通則

第一条（目的）　この法律は，著作物並びに実演，レコード，放送及び
有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め，これら
の文化的所産の公正な利用に留意しつつ，著作者等の権利の保護を図
り，もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
第二章　著作者の権利
第一節　著作物

第十条（著作物の例示）　この法律にいう著作物を例示すると，おおむ
ね次のとおりである。
　一　小説，脚本，論文，講演その他の言語の著作物
　二　音楽の著作物
　三　舞踊又は無言劇の著作物
　四　絵画，版画，彫刻その他の美術の著作物
　五　建築の著作物
　六　 地図又は学術的な性質を有する図面，図表，模型その他の図

形の著作物
　七　映画の著作物
　八　写真の著作物
　九　プログラムの著作物
２　事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は，前項第一号に掲げ
る著作物に該当しない。
３　第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は，そ
の著作物を作成するために用いるプログラム言語，規約及び解法に及
ばない。この場合において，これらの用語の意義は，次の各号に定め
るところによる。
　一　 プログラム言語　プログラムを表現する手段としての文字その

他の記号及びその体系をいう。
　二　 規約　特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法

についての特別の約束をいう。
　三　 解法　プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの

方法をいう。
第三節　権利の内容
第二款　著作者人格権

第十八条（公表権）　著作者は，その著作物でまだ公表されていないも
の（その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条におい
て同じ。）を公衆に提供し，又は提示する権利を有する。当該著作物を
原著作物とする二次的著作物についても，同様とする。
第十九条（氏名表示権）　著作者は，その著作物の原作品に，又はそ
の著作物の公衆への提供若しくは提示に際し，その実名若しくは変名
を著作者名として表示し，又は著作者名を表示しないこととする権利
を有する。
第二十条（同一性保持権）　著作者は，その著作物及びその題号の同
一性を保持する権利を有し，その意に反してこれらの変更，切除その
他の改変を受けないものとする。
第五款　著作権の制限

第三十条（私的使用のための複製）　著作権の目的となつている著作物
（以下この款において単に「著作物」という。）は，個人的に又は家庭内
その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること（以下「私的
使用」という。）を目的とするときは，次に掲げる場合を除き，その使用
する者が複製することができる。
　一　 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製

機器（複製の機能を有し，これに関する装置の全部又は主要な
部分が自動化されている機器をいう。）を用いて複製する場合

　二　 技術的保護手段の回避（第二条第一項第二十号に規定する信
号の除去若しくは改変（記録又は送信の方式の変換に伴う技術
的な制約による除去又は改変を除く。）【省略】を行うことにより，
当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし，又は
当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生

じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二
号において同じ。）により可能となり，又はその結果に障害が生
じないようになつた複製を，その事実を知りながら行う場合

　三　 著作権を侵害する自動公衆送信（国外で行われる自動公衆送信
であつて，国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべ
きものを含む。）を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を，
その事実を知りながら行う場合

２　私的使用を目的として，デジタル方式の録音又は録画の機能を有
する機器（放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供
されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の
本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを
除く。）であつて政令で定めるものにより，当該機器によるデジタル方式
の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに
録音又は録画を行う者は，相当な額の補償金を著作権者に支払わなけ
ればならない。
第三十二条（引用）　公表された著作物は，引用して利用することがで
きる。この場合において，その引用は，公正な慣行に合致するもので
あり，かつ，報道，批評，研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
行なわれるものでなければならない。
２　国若しくは地方公共団体の機関，独立行政法人又は地方独立行政
法人が一般に周知させることを目的として作成し，その著作の名義の
下に公表する広報資料，調査統計資料，報告書その他これらに類する
著作物は，説明の材料として新聞紙，雑誌その他の刊行物に転載する
ことができる。ただし，これを禁止する旨の表示がある場合は，この
限りでない。
第三十五条（学校その他の教育機関における複製等）　学校その他の
教育機関（営利を目的として設置されているものを除く。）において教育
を担任する者及び授業を受ける者は，その授業の過程における利用に
供することを目的とする場合には，その必要と認められる限度において，
公表された著作物を複製し，若しくは公衆送信（自動公衆送信の場合に
あつては，送信可能化を含む。以下この条において同じ。）を行い，又
は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて
公に伝達することができる。ただし，当該著作物の種類及び用途並び
に当該複製の部数及び当該複製，公衆送信又は伝達の態様に照らし著
作権者の利益を不当に害することとなる場合は，この限りでない。
第四十七条の三（プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等）　
プログラムの著作物の複製物の所有者は，自ら当該著作物を電子計算
機において実行するために必要と認められる限度において，当該著作
物を複製することができる。ただし，当該実行に係る複製物の使用に
つき，第百十三条第二項の規定が適用される場合は，この限りでない。

第四節　保護期間
第五十一条（保護期間の原則）　著作権の存続期間は，著作物の創作
の時に始まる。
２　著作権は，この節に別段の定めがある場合を除き，著作者の死後
（共同著作物にあつては，最終に死亡した著作者の死後。次条第一項
において同じ。）七十年を経過するまでの間，存続する。
第八章　罰則
第百十九条　著作権，出版権又は著作隣接権を侵害した者（第三十条
第一項（第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項におい
て同じ。）に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等
の複製を行つた者，第百十三条第三項の規定により著作権，出版権若
しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者，同条
第四項の規定により著作権若しくは著作隣接権（同条第五項の規定に
より著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号にお
いて同じ。）を侵害する行為とみなされる行為を行つた者，第百十三条
第六項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみな
される行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除
く。）は，十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し，又はこれ
を併科する。

著作権法

いろいろな法律
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　■高校情報科教科書　新編情報 I（2022年度用）　巻末資料

2003（平成15）年5月30日公布，2018（平成30）年7月27日改正（抜粋）
第一章　総則
第一条（目的）　この法律は，高度情報通信社会の進展に伴い個人情
報の利用が著しく拡大していることに鑑み，個人情報の適正な取扱い
に関し，基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の
保護に関する施策の基本となる事項を定め，国及び地方公共団体の責
務等を明らかにするとともに，個人情報を取り扱う事業者の遵守すべ
き義務等を定めることにより，個人情報の適正かつ効果的な活用が新
たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に
資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ，個人
の権利利益を保護することを目的とする。
第二条（定義）　この法律において「個人情報」とは，生存する個人に関
する情報であって，次の各号のいずれかに該当するものをいう。
　一　 当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等【省略】によ

り特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照
合することができ，それにより特定の個人を識別することができ
ることとなるものを含む。）

　二　個人識別符号が含まれるもの
第四章　個人情報取扱事業者の義務等
第一節　個人情報取扱事業者の義務

第十五条（利用目的の特定）　個人情報取扱事業者は，個人情報を取
り扱うに当たっては，その利用の目的（以下「利用目的」という。）をでき
る限り特定しなければならない。
第十六条（利用目的による制限）　個人情報取扱事業者は，あらかじめ
本人の同意を得ないで，前条の規定により特定された利用目的の達成
に必要な範囲を超えて，個人情報を取り扱ってはならない。
第十七条（適正な取得）　個人情報取扱事業者は，偽りその他不正の
手段により個人情報を取得してはならない。
第十八条（取得に際しての利用目的の通知等）　個人情報取扱事業者
は，個人情報を取得した場合は，あらかじめその利用目的を公表して
いる場合を除き，速やかに，その利用目的を，本人に通知し，又は公

表しなければならない。
第二十三条（第三者提供の制限）　個人情報取扱事業者は，次に掲げ
る場合を除くほか，あらかじめ本人の同意を得ないで，個人データを
第三者に提供してはならない。
　一　法令に基づく場合
　二　 人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ

て，本人の同意を得ることが困難であるとき。
　三　 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要

がある場合であって，本人の同意を得ることが困難であるとき。
　四　 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令

の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
であって，本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障
を及ぼすおそれがあるとき。

第六章　雑則
第七十六条（適用除外）　個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲
げる者については，その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそ 
れぞれ当該各号に規定する目的であるときは，第四章の規定は，適用
しない。
　一　 放送機関，新聞社，通信社その他の報道機関（報道を業として

行う個人を含む。）　報道の用に供する目的
　二　著述を業として行う者　著述の用に供する目的
　三　 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれ

らに属する者　学術研究の用に供する目的
　四　宗教団体　宗教活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的
　五　政治団体　政治活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的
第七章　罰則
第八十三条　個人情報取扱事業者【省略】若しくはその従業者又はこれ
らであった者が，その業務に関して取り扱った個人情報データベース
等（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）を自己若
しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し，又は盗用したときは，
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）

1999（平成11）年8月13日公布，2013（平成25）年5月31日改正（抜粋）
第一条（目的）　この法律は，不正アクセス行為を禁止するとともに，こ
れについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会によ
る援助措置等を定めることにより，電気通信回線を通じて行われる電
子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電
気通信に関する秩序の維持を図り，もって高度情報通信社会の健全な
発展に寄与することを目的とする。
第二条（定義）　この法律において「アクセス管理者」とは，電気通信回線
に接続している電子計算機（以下「特定電子計算機」という。）の利用（当

該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。）に
つき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
第三条（不正アクセス行為の禁止）　何人も，不正アクセス行為をして
はならない。
第七条（識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止）　何人も，アク
セス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすま
し，その他当該アクセス管理者であると誤認させて，次に掲げる行為
をしてはならない。ただし，当該アクセス管理者の承諾を得てする場
合は，この限りでない。【省略】

不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正アクセス禁止法）

2001（平成13）年11月30日公布，2013（平成25）年４月26日改正（抜粋）
第一条（趣旨）　この法律は，特定電気通信による情報の流通によって
権利の侵害があった場合について，特定電気通信役務提供者の損害賠
償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるもの
とする。
第三条（損害賠償責任の制限）　特定電気通信による情報の流通により
他人の権利が侵害されたときは，当該特定電気通信の用に供される特
定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下この項におい
て「関係役務提供者」という。）は，これによって生じた損害については，
権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ず
ることが技術的に可能な場合であって，次の各号のいずれかに該当す
るときでなければ，賠償の責めに任じない。ただし，当該関係役務提
供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は，この限りでない。
　一　 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によ

って他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
　二　 当該関係役務提供者が，当該特定電気通信による情報の流通

を知っていた場合であって，当該特定電気通信による情報の流
通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができた
と認めるに足りる相当の理由があるとき。

第四条（発信者情報の開示請求等）　特定電気通信による情報の流通
によって自己の権利を侵害されたとする者は，次の各号のいずれにも
該当するときに限り，当該特定電気通信の用に供される特定電気通信
設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下「開示関係役務提供者」と
いう。）に対し，当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に
係る発信者情報（氏名，住所その他の侵害情報の発信者の特定に資す
る情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。）の開示を請
求することができる。
　一　 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害

されたことが明らかであるとき。
　二　 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権

の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受け
るべき正当な理由があるとき。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）

165

資
料
編

巻末

い
ろ
い
ろ
な
法
律

1010 0101

　■高校情報科教科書　新編情報 I（2022年度用）　巻末資料

2003（平成15）年5月30日公布，2018（平成30）年7月27日改正（抜粋）
第一章　総則
第一条（目的）　この法律は，高度情報通信社会の進展に伴い個人情
報の利用が著しく拡大していることに鑑み，個人情報の適正な取扱い
に関し，基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の
保護に関する施策の基本となる事項を定め，国及び地方公共団体の責
務等を明らかにするとともに，個人情報を取り扱う事業者の遵守すべ
き義務等を定めることにより，個人情報の適正かつ効果的な活用が新
たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に
資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ，個人
の権利利益を保護することを目的とする。
第二条（定義）　この法律において「個人情報」とは，生存する個人に関
する情報であって，次の各号のいずれかに該当するものをいう。
　一　 当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等【省略】によ

り特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照
合することができ，それにより特定の個人を識別することができ
ることとなるものを含む。）

　二　個人識別符号が含まれるもの
第四章　個人情報取扱事業者の義務等
第一節　個人情報取扱事業者の義務

第十五条（利用目的の特定）　個人情報取扱事業者は，個人情報を取
り扱うに当たっては，その利用の目的（以下「利用目的」という。）をでき
る限り特定しなければならない。
第十六条（利用目的による制限）　個人情報取扱事業者は，あらかじめ
本人の同意を得ないで，前条の規定により特定された利用目的の達成
に必要な範囲を超えて，個人情報を取り扱ってはならない。
第十七条（適正な取得）　個人情報取扱事業者は，偽りその他不正の
手段により個人情報を取得してはならない。
第十八条（取得に際しての利用目的の通知等）　個人情報取扱事業者
は，個人情報を取得した場合は，あらかじめその利用目的を公表して
いる場合を除き，速やかに，その利用目的を，本人に通知し，又は公

表しなければならない。
第二十三条（第三者提供の制限）　個人情報取扱事業者は，次に掲げ
る場合を除くほか，あらかじめ本人の同意を得ないで，個人データを
第三者に提供してはならない。
　一　法令に基づく場合
　二　 人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ

て，本人の同意を得ることが困難であるとき。
　三　 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要

がある場合であって，本人の同意を得ることが困難であるとき。
　四　 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令

の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
であって，本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障
を及ぼすおそれがあるとき。

第六章　雑則
第七十六条（適用除外）　個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲
げる者については，その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそ 
れぞれ当該各号に規定する目的であるときは，第四章の規定は，適用
しない。
　一　 放送機関，新聞社，通信社その他の報道機関（報道を業として

行う個人を含む。）　報道の用に供する目的
　二　著述を業として行う者　著述の用に供する目的
　三　 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれ

らに属する者　学術研究の用に供する目的
　四　宗教団体　宗教活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的
　五　政治団体　政治活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的
第七章　罰則
第八十三条　個人情報取扱事業者【省略】若しくはその従業者又はこれ
らであった者が，その業務に関して取り扱った個人情報データベース
等（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）を自己若
しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し，又は盗用したときは，
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）

1999（平成11）年8月13日公布，2013（平成25）年5月31日改正（抜粋）
第一条（目的）　この法律は，不正アクセス行為を禁止するとともに，こ
れについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会によ
る援助措置等を定めることにより，電気通信回線を通じて行われる電
子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電
気通信に関する秩序の維持を図り，もって高度情報通信社会の健全な
発展に寄与することを目的とする。
第二条（定義）　この法律において「アクセス管理者」とは，電気通信回線
に接続している電子計算機（以下「特定電子計算機」という。）の利用（当

該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。）に
つき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
第三条（不正アクセス行為の禁止）　何人も，不正アクセス行為をして
はならない。
第七条（識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止）　何人も，アク
セス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすま
し，その他当該アクセス管理者であると誤認させて，次に掲げる行為
をしてはならない。ただし，当該アクセス管理者の承諾を得てする場
合は，この限りでない。【省略】

不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正アクセス禁止法）

2001（平成13）年11月30日公布，2013（平成25）年４月26日改正（抜粋）
第一条（趣旨）　この法律は，特定電気通信による情報の流通によって
権利の侵害があった場合について，特定電気通信役務提供者の損害賠
償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるもの
とする。
第三条（損害賠償責任の制限）　特定電気通信による情報の流通により
他人の権利が侵害されたときは，当該特定電気通信の用に供される特
定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下この項におい
て「関係役務提供者」という。）は，これによって生じた損害については，
権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ず
ることが技術的に可能な場合であって，次の各号のいずれかに該当す
るときでなければ，賠償の責めに任じない。ただし，当該関係役務提
供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は，この限りでない。
　一　 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によ

って他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
　二　 当該関係役務提供者が，当該特定電気通信による情報の流通

を知っていた場合であって，当該特定電気通信による情報の流
通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができた
と認めるに足りる相当の理由があるとき。

第四条（発信者情報の開示請求等）　特定電気通信による情報の流通
によって自己の権利を侵害されたとする者は，次の各号のいずれにも
該当するときに限り，当該特定電気通信の用に供される特定電気通信
設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下「開示関係役務提供者」と
いう。）に対し，当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に
係る発信者情報（氏名，住所その他の侵害情報の発信者の特定に資す
る情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。）の開示を請
求することができる。
　一　 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害

されたことが明らかであるとき。
　二　 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権

の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受け
るべき正当な理由があるとき。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）
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基本ソフトウェア   63
コンピュータを制御し，応用ソフトウ

ェアを実行可能な環境にするためのソフ
トウェア。オペレーティングシステム
（OS）ともいう。

基本論理回路
コンピュータの回路の基本的な構成要

素にあたるAND回路，OR回路，NOT
回路のこと。

クーリング・オフ制度
消費者保護のため，一定の契約に限り，

契約を結んだ後でも，一定期間内であれ
ば，消費者が理由なしで一方的に契約を
解除することを認める制度。

組み込み系ソフトウェア
家電や自動車などに内蔵され，特定の

機能を備えたソフトウェア。

クライアントサーバシステム   94
client-server system

情報やサービスを提供するサーバとそ
れらを受け取るクライアントをコンピュ
ータネットワークで接続し，クライアン
トの要求にサーバが応答する形態のネッ
トワークシステム。

クラウドサービス   95
cloud service

情報通信ネットワーク上のサーバから，
必要に応じてデータやソフトウェアを利
用するサービス。

クリエイティブ・コモンズ   27
creative commons

著作者が使用許諾の条件を積極的に
開示することで，著作物を再利用されや
すくする仕組みのこと。もしくはこれを
推奨している団体のこと。

グループウェア
groupware

ネットワークの機能を利用して，情報
共有やコミュニケーションの効率化を図
り，グループによる作業を支援するソフ
トウェアの総称。

クロック周波数   82
clock frequency

コンピュータの各回路が同期を取るた
めに用いられる信号の１秒あたりの発振
回数。CPUが動作する速さに関係し，一
般的にはGHz（ギガヘルツ）という単
位で表す。

検索エンジン 
search engine

インターネットにある情報を検索する
ためのシステム。

減法混色   45
シアン（C），マゼンタ（M），イエロ

ー（Y）の色の三原色によって色を表現
する方法。カラープリンタなどで用いら
れる。

コーディング
coding

プログラミング言語を用いて一連の手
続きをソースコードという形式で表現す
ること。

コーデック   124 
CODEC

データを符号化，あるいは復号するた
めのソフトウェアやハードウェアのこと。

個人情報   14
名前や住所など，生存している個人を

識別できる情報のこと。電話番号や生年
月日など，ほかの情報と照合すれば容易に
個人を識別できる情報も個人情報となる。

個人情報の保護に関する法律   13，165
個人情報の扱いに伴う人権侵害から，
個人を保護することを目的とした法律。

コンピュータウイルス   99
computer virus

コンピュータに入り込んで，データを
壊したり，ソフトウェアが誤作動したり
するように作られたプログラム。

コンピュータグラフィックス
CG: Computer Graphics

コンピュータを利用して作られたイラ
ストや画像の総称。

コンピュータの五大装置   62
コンピュータを構成する基本的な装置
のことで，演算装置，制御装置，記憶装
置，入力装置，出力装置の 5つを指す。

行

サーチエンジン
search engine

検索エンジン（194ページ）参照。

サーバ   94，96 
server

ネットワークを利用して，各種のサー
ビスを提供するコンピュータあるいはソ
フトウェアのこと。サービスには，印刷
機能やファイルの共有，電子メールの送
受信やWebページの提供などさまざま
なものがある。

サイバー空間　
cyber space

コンピュータや情報通信ネットワーク
により構成された仮想の空間。

サイバー犯罪   24
コンピュータ技術および情報通信技術
を悪用した犯罪。パソコンとインターネ
ットの普及により，実社会と異なるサイ
バー空間という目に見えにくい社会が構
成されていることで急増している。

産業財産権   18，26
産業全般の知的財産に関する権利。
一般には，特許権，実用新案権，意匠権，
商標権などを指すが，これ以外にも，パ

リ条約，商法，不正競争防止法などで保
護される権利などがある。

サンプリング
標本化（197ページ）参照。

サンプリング周波数
sampling frequency

標本化周波数（197ページ）参照。

ジオタグ   15
geotag

写真や映像，音声などのデータに付加
される位置情報。

シグニファイア   51
signi�er

人に適切なアクションを促すためのデ
ザイン上での手がかり。

シフトJISコード
shift JIS code

仮名や漢字など，日本語の全角文字を
表現する文字コード体系の 1つ。1文字
を 16ビットの符号で表現する。

シミュレーション   79，80
simulation

現実の現象を模擬的に再現すること，
あるいは，そのような機能を持った装置
やソフトウェア。

集積回路   82，83
トランジスタ，抵抗，コンデンサ，ダイ

オードなどの素子とそれらを結ぶ配線を
一体化して基板の上に配置し，各種の機
能を実現した電子回路。IC（Integrated 
Circuit）ともいう。

周辺装置   62
コンピュータにつなぐプリンタ，ディ

スプレイ，ハードディスクなど，さまざ
まな機器のこと。

住民基本台帳ネットワーク
全国の市区町村を専用回線網で結び，

住民基本台帳に関する処理を効率的に
行う仕組み。

主記憶装置 
コンピュータを構成する装置の 1つで，

CPUから直接アクセスできる記憶のた
めの装置。

出力装置   62
コンピュータで処理したデータを表示

したり印刷したりする装置。ディスプレ
イやプリンタなどがある。

肖像権   131
自分の肖像・写真などを他人に撮影さ

れたり公表されたりすることについて，
許可や拒否の自由を保護する権利。

状態遷移図
対象がどのような状態を持っているか，

どのような条件や出来事で状態の間を遷
移するかを図で表したもの。状態を丸や

さ　行

63
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ディスプレイやマウス，コンピュータ内部の部品のように物理的に存在
するものをハードウェアとよぶ。またハードウェア上で動作しているプロ
グラムやデータのように触れることができないものをソフトウェアとよぶ。
ハードウェアは，そのままでは単なる金属やプラスチックにすぎない。

ソフトウェアがハードウェア上の仕組みに働きかけることで，初めてハ
ードウェアに意味が生まれる。

コンピュータ上で動作するソフトウェアは，大きく２つに分類される。
特定の作業に用いるソフトウェアを総称して応

おう

用
よう

ソフトウェアとよぶ。
文書処理ソフトウェア，画像編集ソフトウェアなど，さまざまな種類が
ある。応用ソフトウェアは，アプリともよばれる。
ハードウェアと応用ソフトウェアの仲介役をするソフトウェアのこと

を基
き

本
ほん

ソフトウェアとよぶ。基本ソフトウェアが個々のハードウェアの
違いを吸収して処理を行うことで，応用ソフトウェアはさまざまな機器
で動作することができる。

ハードウェアとソフトウェア2

さまざまなソフトウェア   3 図 5

❶

❷

画素XXX～YYYを
担当する赤の画素を
点灯します

基本ソフトウェア

画面の中心に
赤い星を表示して

応用ソフトウェア

入力

出力

ハードウェア

　　　基本ソフトウェアと応用ソフトウェアの働き図 5

外側 内側

入力
マイクロホン スピーカー

出力

出力入力
タッチパネル

入力
カメラ

記憶
メモリ

演算制御
CPU
シーピーユー

　　　スマートフォンの五大装置の例図 4

入力装置
記憶装置
演算装置
出力装置
制御装置
周辺装置
ハードウェア
ソフトウェア
応用ソフトウェア
基本ソフトウェア

ロボット研究の分野では，人型の
ハードウェアを開発するだけでなく，
ソフトウェアについても人間そっく
りにする試みが行われている。
例えば，ある人型ロボットは，人
間の体内でやりとりされる化学物質
を電気信号で疑似的に再現し，人間
らしい感情を作り出しているという。

ロボットに心を

身の回りにあるコンピュータが入っている製品を挙げてみよう。

やってみよう！㉑

❷オペレーティングシステム
（OS）といわれることもある。

❶アプリケーションソフトウ
ェアの略称。

Keyword
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　■高校情報科教科書　新編情報 I（2022年度用）　理論編・第 3章

0100 0000

コンピュータに指示する命令の集まりをプログラムとよび，プログラ
ムの作成に使われる言葉をプログラミング言

げん

語
ご

とよぶ。プログラムとい
う部品が集まってソフトウェアは動作する。
人間どうしで会話をするとき，私たちは日本語や英語を使う。プログ
ラミング言語は，コンピュータと人間が会話をするための言語である。
コンピュータは，0と 1の組み合わせの言語である機

き

械
かい

語
ご

以外は直接
解釈・実行することができない。機械語を人間が書くことは困難である
ため，人間にも分かりやすいプログラミング言語で命令を書いたソース
コードを作り，これを機械語に変換して動作させている。

料理を作るとき，必要なものはレシピと具材だが，プログラムはその
代わりに命令とデータを用いる。命令に従ってデータを加工することの
繰り返しでプログラムは動作する。

プログラムでコンピュータと会話する    1 図 1

プログラムは命令とデータでできている    2 図 2 図 3

画面に「Hello World」
と表示して

Hello Worldヲ
ヒョウジシマス

0110010...print('Hello World')

日本語

プログラミング言語 機械語

Hello
World

　　　コンピュータへの命令の流れ図 1

レシピと具材

足せ切れ

命令とデータ

　　　命令とデータの関係図 3

コンピュータの進化　プログラム内蔵方式のコンピュータは，ノイマン型コンピュータともよばれて
いる。また，現在は，より高速な処理を可能にする量子コンピュータなどの研究が進められている。

30

記憶装置に命令とデー
タの両方が格納された現
代のコンピュータの方式
を，プログラム内蔵方式
という。

プログラム内蔵方式

プログラミング言語に
はどのような種類がある
か調べてみよう。

やってみよう！㉒

　　　初期のコンピュータ
「E

エニアック

NIAC」
ENIACは，物理的に配線のパ
ターンを変えることで命令の
違いを実現していた。

図 2

ソフトウェアの仕組み22
ソフトウェアはどのように動作をして
いるのだろうか。

なぜ思ったとおりに
動かないんだ！

命令を
間違えて
いるから
だヨ！
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1970（昭和45）年5月6日公布，2022（令和４）年５月25日改正（抜粋）
第一章　総則
第一節　通則

第一条（目的）　この法律は，著作物並びに実演，レコード，放送及び
有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め，これら
の文化的所産の公正な利用に留意しつつ，著作者等の権利の保護を図
り，もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
第二章　著作者の権利
第一節　著作物

第十条（著作物の例示）　この法律にいう著作物を例示すると，おおむ
ね次のとおりである。
　一　小説，脚本，論文，講演その他の言語の著作物
　二　音楽の著作物
　三　舞踊又は無言劇の著作物
　四　絵画，版画，彫刻その他の美術の著作物
　五　建築の著作物
　六　 地図又は学術的な性質を有する図面，図表，模型その他の図

形の著作物
　七　映画の著作物
　八　写真の著作物
　九　プログラムの著作物
２　事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は，前項第一号に掲げ
る著作物に該当しない。
３　第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は，そ
の著作物を作成するために用いるプログラム言語，規約及び解法に及
ばない。この場合において，これらの用語の意義は，次の各号に定め
るところによる。
　一　 プログラム言語　プログラムを表現する手段としての文字その

他の記号及びその体系をいう。
　二　 規約　特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法

についての特別の約束をいう。
　三　 解法　プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの

方法をいう。
第三節　権利の内容
第二款　著作者人格権

第十八条（公表権）　著作者は，その著作物でまだ公表されていないも
の（その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条におい
て同じ。）を公衆に提供し，又は提示する権利を有する。当該著作物を
原著作物とする二次的著作物についても，同様とする。
第十九条（氏名表示権）　著作者は，その著作物の原作品に，又はそ
の著作物の公衆への提供若しくは提示に際し，その実名若しくは変名
を著作者名として表示し，又は著作者名を表示しないこととする権利
を有する。
第二十条（同一性保持権）　著作者は，その著作物及びその題号の同
一性を保持する権利を有し，その意に反してこれらの変更，切除その
他の改変を受けないものとする。
第五款　著作権の制限

第三十条（私的使用のための複製）　著作権の目的となつている著作物
（以下この款において単に「著作物」という。）は，個人的に又は家庭内
その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること（以下「私的
使用」という。）を目的とするときは，次に掲げる場合を除き，その使用
する者が複製することができる。
　一　 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製

機器（複製の機能を有し，これに関する装置の全部又は主要な
部分が自動化されている機器をいう。）を用いて複製する場合

　二　 技術的保護手段の回避（第二条第一項第二十号に規定する信
号の除去若しくは改変（記録又は送信の方式の変換に伴う技術
的な制約による除去又は改変を除く。）【省略】を行うことにより，
当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし，又は
当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生

じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二
号において同じ。）により可能となり，又はその結果に障害が生
じないようになつた複製を，その事実を知りながら行う場合

　三　 著作権を侵害する自動公衆送信（国外で行われる自動公衆送信
であつて，国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべ
きものを含む。）を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を，
その事実を知りながら行う場合

２　私的使用を目的として，デジタル方式の録音又は録画の機能を有
する機器（放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供
されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の
本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを
除く。）であつて政令で定めるものにより，当該機器によるデジタル方式
の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに
録音又は録画を行う者は，相当な額の補償金を著作権者に支払わなけ
ればならない。
第三十二条（引用）　公表された著作物は，引用して利用することがで
きる。この場合において，その引用は，公正な慣行に合致するもので
あり，かつ，報道，批評，研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
行なわれるものでなければならない。
２　国若しくは地方公共団体の機関，独立行政法人又は地方独立行政
法人が一般に周知させることを目的として作成し，その著作の名義の
下に公表する広報資料，調査統計資料，報告書その他これらに類する
著作物は，説明の材料として新聞紙，雑誌その他の刊行物に転載する
ことができる。ただし，これを禁止する旨の表示がある場合は，この
限りでない。
第三十五条（学校その他の教育機関における複製等）　学校その他の
教育機関（営利を目的として設置されているものを除く。）において教育
を担任する者及び授業を受ける者は，その授業の過程における利用に
供することを目的とする場合には，その必要と認められる限度において，
公表された著作物を複製し，若しくは公衆送信（自動公衆送信の場合に
あつては，送信可能化を含む。以下この条において同じ。）を行い，又
は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて
公に伝達することができる。ただし，当該著作物の種類及び用途並び
に当該複製の部数及び当該複製，公衆送信又は伝達の態様に照らし著
作権者の利益を不当に害することとなる場合は，この限りでない。
第四十七条の三（プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等）　
プログラムの著作物の複製物の所有者は，自ら当該著作物を電子計算
機において実行するために必要と認められる限度において，当該著作
物を複製することができる。ただし，当該実行に係る複製物の使用に
つき，第百十三条第二項の規定が適用される場合は，この限りでない。

第四節　保護期間
第五十一条（保護期間の原則）　著作権の存続期間は，著作物の創作
の時に始まる。
２　著作権は，この節に別段の定めがある場合を除き，著作者の死後
（共同著作物にあつては，最終に死亡した著作者の死後。次条第一項
において同じ。）七十年を経過するまでの間，存続する。
第八章　罰則
第百十九条　著作権，出版権又は著作隣接権を侵害した者（第三十条
第一項（第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項におい
て同じ。）に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等
の複製を行つた者，第百十三条第三項の規定により著作権，出版権若
しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者，同条
第四項の規定により著作権若しくは著作隣接権（同条第五項の規定に
より著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号にお
いて同じ。）を侵害する行為とみなされる行為を行つた者，第百十三条
第六項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみな
される行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除
く。）は，十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し，又はこれ
を併科する。

著作権法

いろいろな法律

165

資
料
編

巻末

い
ろ
い
ろ
な
法
律

1010 0101

　■高校情報科教科書　新編情報 I（2022年度用）　巻末資料

2003（平成15）年5月30日公布，2022（令和４）年６月17日改正（抜粋）
第一章　総則
第一条（目的）　この法律は，高度情報通信社会の進展に伴い個人情
報の利用が著しく拡大していることに鑑み，個人情報の適正な取扱い
に関し，基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の
保護に関する施策の基本となる事項を定め，国及び地方公共団体の責
務等を明らかにするとともに，個人情報を取り扱う事業者の遵守すべ
き義務等を定めることにより，個人情報の適正かつ効果的な活用が新
たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に
資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ，個人
の権利利益を保護することを目的とする。
第二条（定義）　この法律において「個人情報」とは，生存する個人に関
する情報であって，次の各号のいずれかに該当するものをいう。
　一　 当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等【省略】によ

り特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照
合することができ，それにより特定の個人を識別することができ
ることとなるものを含む。）

　二　個人識別符号が含まれるもの
第四章　個人情報取扱事業者の義務等
第一節　個人情報取扱事業者の義務

第十五条（利用目的の特定）　個人情報取扱事業者は，個人情報を取
り扱うに当たっては，その利用の目的（以下「利用目的」という。）をでき
る限り特定しなければならない。
第十六条（利用目的による制限）　個人情報取扱事業者は，あらかじめ
本人の同意を得ないで，前条の規定により特定された利用目的の達成
に必要な範囲を超えて，個人情報を取り扱ってはならない。
第十七条（適正な取得）　個人情報取扱事業者は，偽りその他不正の
手段により個人情報を取得してはならない。
第十八条（取得に際しての利用目的の通知等）　個人情報取扱事業者
は，個人情報を取得した場合は，あらかじめその利用目的を公表して
いる場合を除き，速やかに，その利用目的を，本人に通知し，又は公

表しなければならない。
第二十三条（第三者提供の制限）　個人情報取扱事業者は，次に掲げ
る場合を除くほか，あらかじめ本人の同意を得ないで，個人データを
第三者に提供してはならない。
　一　法令に基づく場合
　二　 人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ

て，本人の同意を得ることが困難であるとき。
　三　 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要

がある場合であって，本人の同意を得ることが困難であるとき。
　四　 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令

の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
であって，本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障
を及ぼすおそれがあるとき。

第六章　雑則
第七十六条（適用除外）　個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲
げる者については，その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそ 
れぞれ当該各号に規定する目的であるときは，第四章の規定は，適用
しない。
　一　 放送機関，新聞社，通信社その他の報道機関（報道を業として

行う個人を含む。）　報道の用に供する目的
　二　著述を業として行う者　著述の用に供する目的
　三　 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれ

らに属する者　学術研究の用に供する目的
　四　宗教団体　宗教活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的
　五　政治団体　政治活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的
第七章　罰則
第八十三条　個人情報取扱事業者【省略】若しくはその従業者又はこれ
らであった者が，その業務に関して取り扱った個人情報データベース
等（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）を自己若
しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し，又は盗用したときは，
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）

1999（平成11）年8月13日公布，2013（平成25）年5月31日改正（抜粋）
第一条（目的）　この法律は，不正アクセス行為を禁止するとともに，こ
れについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会によ
る援助措置等を定めることにより，電気通信回線を通じて行われる電
子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電
気通信に関する秩序の維持を図り，もって高度情報通信社会の健全な
発展に寄与することを目的とする。
第二条（定義）　この法律において「アクセス管理者」とは，電気通信回線
に接続している電子計算機（以下「特定電子計算機」という。）の利用（当

該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。）に
つき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
第三条（不正アクセス行為の禁止）　何人も，不正アクセス行為をして
はならない。
第七条（識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止）　何人も，アク
セス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすま
し，その他当該アクセス管理者であると誤認させて，次に掲げる行為
をしてはならない。ただし，当該アクセス管理者の承諾を得てする場
合は，この限りでない。【省略】

不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正アクセス禁止法）

2001（平成13）年11月30日公布，2022（令和４）年５月25日改正（抜粋）
第一条（趣旨）　この法律は，特定電気通信による情報の流通によって
権利の侵害があった場合について，特定電気通信役務提供者の損害賠
償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるもの
とする。
第三条（損害賠償責任の制限）　特定電気通信による情報の流通により
他人の権利が侵害されたときは，当該特定電気通信の用に供される特
定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下この項におい
て「関係役務提供者」という。）は，これによって生じた損害については，
権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ず
ることが技術的に可能な場合であって，次の各号のいずれかに該当す
るときでなければ，賠償の責めに任じない。ただし，当該関係役務提
供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は，この限りでない。
　一　 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によ

って他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
　二　 当該関係役務提供者が，当該特定電気通信による情報の流通

を知っていた場合であって，当該特定電気通信による情報の流
通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができた
と認めるに足りる相当の理由があるとき。

第四条（発信者情報の開示請求等）　特定電気通信による情報の流通
によって自己の権利を侵害されたとする者は，次の各号のいずれにも
該当するときに限り，当該特定電気通信の用に供される特定電気通信
設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下「開示関係役務提供者」と
いう。）に対し，当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に
係る発信者情報（氏名，住所その他の侵害情報の発信者の特定に資す
る情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。）の開示を請
求することができる。
　一　 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害

されたことが明らかであるとき。
　二　 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権

の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受け
るべき正当な理由があるとき。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）
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　■高校情報科教科書　新編情報 I（2022年度用）　巻末資料

2003（平成15）年5月30日公布，2022（令和４）年６月17日改正（抜粋）
第一章　総則
第一条（目的）　この法律は，高度情報通信社会の進展に伴い個人情
報の利用が著しく拡大していることに鑑み，個人情報の適正な取扱い
に関し，基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の
保護に関する施策の基本となる事項を定め，国及び地方公共団体の責
務等を明らかにするとともに，個人情報を取り扱う事業者の遵守すべ
き義務等を定めることにより，個人情報の適正かつ効果的な活用が新
たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に
資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ，個人
の権利利益を保護することを目的とする。
第二条（定義）　この法律において「個人情報」とは，生存する個人に関
する情報であって，次の各号のいずれかに該当するものをいう。
　一　 当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等【省略】によ

り特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照
合することができ，それにより特定の個人を識別することができ
ることとなるものを含む。）

　二　個人識別符号が含まれるもの
第四章　個人情報取扱事業者の義務等
第一節　個人情報取扱事業者の義務

第十五条（利用目的の特定）　個人情報取扱事業者は，個人情報を取
り扱うに当たっては，その利用の目的（以下「利用目的」という。）をでき
る限り特定しなければならない。
第十六条（利用目的による制限）　個人情報取扱事業者は，あらかじめ
本人の同意を得ないで，前条の規定により特定された利用目的の達成
に必要な範囲を超えて，個人情報を取り扱ってはならない。
第十七条（適正な取得）　個人情報取扱事業者は，偽りその他不正の
手段により個人情報を取得してはならない。
第十八条（取得に際しての利用目的の通知等）　個人情報取扱事業者
は，個人情報を取得した場合は，あらかじめその利用目的を公表して
いる場合を除き，速やかに，その利用目的を，本人に通知し，又は公

表しなければならない。
第二十三条（第三者提供の制限）　個人情報取扱事業者は，次に掲げ
る場合を除くほか，あらかじめ本人の同意を得ないで，個人データを
第三者に提供してはならない。
　一　法令に基づく場合
　二　 人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ

て，本人の同意を得ることが困難であるとき。
　三　 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要

がある場合であって，本人の同意を得ることが困難であるとき。
　四　 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令

の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
であって，本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障
を及ぼすおそれがあるとき。

第六章　雑則
第七十六条（適用除外）　個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲
げる者については，その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそ 
れぞれ当該各号に規定する目的であるときは，第四章の規定は，適用
しない。
　一　 放送機関，新聞社，通信社その他の報道機関（報道を業として

行う個人を含む。）　報道の用に供する目的
　二　著述を業として行う者　著述の用に供する目的
　三　 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれ

らに属する者　学術研究の用に供する目的
　四　宗教団体　宗教活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的
　五　政治団体　政治活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的
第七章　罰則
第八十三条　個人情報取扱事業者【省略】若しくはその従業者又はこれ
らであった者が，その業務に関して取り扱った個人情報データベース
等（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）を自己若
しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し，又は盗用したときは，
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）

1999（平成11）年8月13日公布，2013（平成25）年5月31日改正（抜粋）
第一条（目的）　この法律は，不正アクセス行為を禁止するとともに，こ
れについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会によ
る援助措置等を定めることにより，電気通信回線を通じて行われる電
子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電
気通信に関する秩序の維持を図り，もって高度情報通信社会の健全な
発展に寄与することを目的とする。
第二条（定義）　この法律において「アクセス管理者」とは，電気通信回線
に接続している電子計算機（以下「特定電子計算機」という。）の利用（当

該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。）に
つき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
第三条（不正アクセス行為の禁止）　何人も，不正アクセス行為をして
はならない。
第七条（識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止）　何人も，アク
セス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすま
し，その他当該アクセス管理者であると誤認させて，次に掲げる行為
をしてはならない。ただし，当該アクセス管理者の承諾を得てする場
合は，この限りでない。【省略】

不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正アクセス禁止法）

2001（平成13）年11月30日公布，2022（令和４）年５月25日改正（抜粋）
第一条（趣旨）　この法律は，特定電気通信による情報の流通によって
権利の侵害があった場合について，特定電気通信役務提供者の損害賠
償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるもの
とする。
第三条（損害賠償責任の制限）　特定電気通信による情報の流通により
他人の権利が侵害されたときは，当該特定電気通信の用に供される特
定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下この項におい
て「関係役務提供者」という。）は，これによって生じた損害については，
権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ず
ることが技術的に可能な場合であって，次の各号のいずれかに該当す
るときでなければ，賠償の責めに任じない。ただし，当該関係役務提
供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は，この限りでない。
　一　 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によ

って他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
　二　 当該関係役務提供者が，当該特定電気通信による情報の流通

を知っていた場合であって，当該特定電気通信による情報の流
通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができた
と認めるに足りる相当の理由があるとき。

第四条（発信者情報の開示請求等）　特定電気通信による情報の流通
によって自己の権利を侵害されたとする者は，次の各号のいずれにも
該当するときに限り，当該特定電気通信の用に供される特定電気通信
設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下「開示関係役務提供者」と
いう。）に対し，当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に
係る発信者情報（氏名，住所その他の侵害情報の発信者の特定に資す
る情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。）の開示を請
求することができる。
　一　 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害

されたことが明らかであるとき。
　二　 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権

の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受け
るべき正当な理由があるとき。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）
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基本ソフトウェア   63
コンピュータを制御し，応用ソフトウ

ェアを実行可能な環境にするためのソフ
トウェア。オペレーティングシステム
（OS）といわれることもある。

基本論理回路
コンピュータの回路の基本的な構成要

素にあたるAND回路，OR回路，NOT
回路のこと。

クーリング・オフ制度
消費者保護のため，一定の契約に限り，

契約を結んだ後でも，一定期間内であれ
ば，消費者が理由なしで一方的に契約を
解除することを認める制度。

組み込み系ソフトウェア
家電や自動車などに内蔵され，特定の

機能を備えたソフトウェア。

クライアントサーバシステム   94
client-server system

情報やサービスを提供するサーバとそ
れらを受け取るクライアントをコンピュ
ータネットワークで接続し，クライアン
トの要求にサーバが応答する形態のネッ
トワークシステム。

クラウドサービス   95
cloud service

情報通信ネットワーク上のサーバから，
必要に応じてデータやソフトウェアを利
用するサービス。

クリエイティブ・コモンズ   27
creative commons

著作者が使用許諾の条件を積極的に
開示することで，著作物を再利用されや
すくする仕組みのこと。もしくはこれを
推奨している団体のこと。

グループウェア
groupware

ネットワークの機能を利用して，情報
共有やコミュニケーションの効率化を図
り，グループによる作業を支援するソフ
トウェアの総称。

クロック周波数   82
clock frequency

コンピュータの各回路が同期を取るた
めに用いられる信号の１秒あたりの発振
回数。CPUが動作する速さに関係し，一
般的にはGHz（ギガヘルツ）という単
位で表す。

検索エンジン 
search engine

インターネットにある情報を検索する
ためのシステム。

減法混色   45
シアン（C），マゼンタ（M），イエロ

ー（Y）の色の三原色によって色を表現
する方法。カラープリンタなどで用いら
れる。

コーディング
coding

プログラミング言語を用いて一連の手
続きをソースコードという形式で表現す
ること。

コーデック   124 
CODEC

データを符号化，あるいは復号するた
めのソフトウェアやハードウェアのこと。

個人情報   14
名前や住所など，生存している個人を
識別できる情報のこと。電話番号や生年
月日など，ほかの情報と照合すれば容易に
個人を識別できる情報も個人情報となる。

個人情報の保護に関する法律   13，165
個人情報の扱いに伴う人権侵害から，

個人を保護することを目的とした法律。

コンピュータウイルス   99
computer virus

コンピュータに入り込んで，データを
壊したり，ソフトウェアが誤作動したり
するように作られたプログラム。

コンピュータグラフィックス
CG: Computer Graphics

コンピュータを利用して作られたイラ
ストや画像の総称。

コンピュータの五大装置   62
コンピュータを構成する基本的な装置

のことで，演算装置，制御装置，記憶装
置，入力装置，出力装置の 5つを指す。

行

サーチエンジン
search engine

検索エンジン（194ページ）参照。

サーバ   94，96 
server

ネットワークを利用して，各種のサー
ビスを提供するコンピュータあるいはソ
フトウェアのこと。サービスには，印刷
機能やファイルの共有，電子メールの送
受信やWebページの提供などさまざま
なものがある。

サイバー空間　
cyber space

コンピュータや情報通信ネットワーク
により構成された仮想の空間。

サイバー犯罪   24
コンピュータ技術および情報通信技術

を悪用した犯罪。パソコンとインターネ
ットの普及により，実社会と異なるサイ
バー空間という目に見えにくい社会が構
成されていることで急増している。

産業財産権   18，26
産業全般の知的財産に関する権利。

一般には，特許権，実用新案権，意匠権，
商標権などを指すが，これ以外にも，パ

リ条約，商法，不正競争防止法などで保
護される権利などがある。

サンプリング
標本化（197ページ）参照。

サンプリング周波数
sampling frequency

標本化周波数（197ページ）参照。

ジオタグ   15
geotag

写真や映像，音声などのデータに付加
される位置情報。

シグニファイア   51
signi�er

人に適切なアクションを促すためのデ
ザイン上での手がかり。

シフトJISコード
shift JIS code

仮名や漢字など，日本語の全角文字を
表現する文字コード体系の 1つ。1文字
を 16ビットの符号で表現する。

シミュレーション   79，80
simulation

現実の現象を模擬的に再現すること，
あるいは，そのような機能を持った装置
やソフトウェア。

集積回路   82，83
トランジスタ，抵抗，コンデンサ，ダイ

オードなどの素子とそれらを結ぶ配線を
一体化して基板の上に配置し，各種の機
能を実現した電子回路。IC（Integrated 
Circuit）ともいう。

周辺装置   62
コンピュータにつなぐプリンタ，ディ

スプレイ，ハードディスクなど，さまざ
まな機器のこと。

住民基本台帳ネットワーク
全国の市区町村を専用回線網で結び，

住民基本台帳に関する処理を効率的に
行う仕組み。

主記憶装置 
コンピュータを構成する装置の 1つで，

CPUから直接アクセスできる記憶のた
めの装置。

出力装置   62
コンピュータで処理したデータを表示

したり印刷したりする装置。ディスプレ
イやプリンタなどがある。

肖像権   131
自分の肖像・写真などを他人に撮影さ

れたり公表されたりすることについて，
許可や拒否の自由を保護する権利。

状態遷移図
対象がどのような状態を持っているか，

どのような条件や出来事で状態の間を遷
移するかを図で表したもの。状態を丸や

さ　行

63

64

164

165

165

側注❷

9

左上

左上

左下

194 左段上
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　■高校情報科教科書　新編情報 I（2022年度用）　巻末資料

生年月日：1926年 9月 12日　　出身地：宮城県

生年月日：1936年 10月 30日　　出身地：茨城県

経　　歴
 東北大学工学部電気
工学科卒業。東北大
学大学院に進学。
 東北大学電気通信研
究所の助教授に就任。
工学博士号を取得。
 東北大学電気通信研究所教授。
財団法人半導体研究振興会半導体研究所所長
に就任。
東北大学電気通信研究所所長。
東北大学名誉教授に就任。
東北大学総長を務める。

岩手県立大学学長に就任。
 首都大学東京（現・東京都立大学）の学長に
就任。岩手県立大学名誉学長，上智大学特任
教授となる。

1948年

1954年

1960年
1962年
1968年

1983年
1990年
1990 ～
 96年
1998年
2005年

経　　歴
東京大学理学部物理学科卒業。
東京大学大学院にて物理学修士号を取得。
アメリカアイオワ州立大学にて電気工学博士号を
取得。マサチューセッツ工科大学研究員となる。
電気通信大学助教授に就任。
東京大学大型計算機センター（現・東京大学
情報基盤センター）の助教授に就任。
アメリカの研究所に客員研究員として 1年間勤
務。UNIXを持ち帰る。
東京大学大型計算機センター教授。
日本初のインターネットワーク「JUNET」を開設。

1959年
1961年
1964年

1966年
1970年

1975年

1982年
1984年

にしざわ　じゅんいち

西澤 潤一

いしだ　はるひさ

石田 晴久

私は「PiNダイオード」
「静電誘導電界効果
トランジスタ」を
開発しました

私は日本にUNIXを
導入し，インターネット
を普及させました

1964年「自己集束型光ファイバー（GI型
光ファイバー）」を開発。1966年にはデータ
通信技術が実現化できる技術であると証明さ

れました。 1971年に静電誘導トランジスタ（SIT）の論文
を発表しました。これは大電流を損失なく遠距離送電できる
技術で，電力の安定供給化に貢献しました。 2000年に日
本人で初めてアメリカIEEEのエジソンメダル（電気工学の業
績を称える栄誉賞）を授与されました。 2002年に，アメ
リカ IEEEが電子工学部門の最高名誉賞「西澤潤一メダル」
を創設しました。
 

光ファイバーを開発したときに特許を出願
したのですが，特許庁に仕組みや使い方を理
解してもらうことができず，却下されました。

アメリカの研究所で宇宙戦争ゲームをプレ
イしました。とてもおもしろかったので，帰
国後に東京大学大型計算機センターのコンピ

ュータにプログラムを登録し，センターのアカウントを使って
みんなでゲームができるようにしました。日本に輸入した最初
のゲーム・プログラムだと思います。 日本で初めて ｢C言
語｣ や ｢UNIX｣ の入門書を出版しました。日本インターネッ
ト協会の初代会長を務めました。
 

1964年に， 
エンゲルバー
ト博士が開発

したてのマウスの操作性を実演
してくれました。手作り感あふ
れる形から，マウスの価値が分
かりませんでした。
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　■高校情報科教科書　新編情報 I（2022年度用）　巻末資料（用語集）

フィードバック　
feedback

元来はシステム制御分野の用語で，出
力情報を用いて入力情報をコントロール
する働きのこと。行動を修正するために，
反応や結果を次の同じ段階に生かすこと
を指すこともある。

フィッシング   16
phishing

ほかのWebページとそっくりなペー
ジを用意し，ユーザ IDやパスワードな
どの重要な情報を盗み取る詐欺行為。

フィルタリング   13
�ltering

Webページの内容を一定の基準で評
価し，選択的に排除することにより，そ
のページの閲覧を制限する仕組み。参照
を許可しないWebページのデータベー
スを利用するブラックリスト方式と，参
照を許可するWebページをリストアッ
プして，それ以外の閲覧を制限するホワ
イトリスト方式がある。

フェイクニュース   27，37
fake news

事実ではない虚偽あるいはでたらめな
情報や報道。人の興味や関心をあおり，
政治活動や個人・企業などの信用失墜に
用いられることもある。

フォント   41，162
font

ディスプレイに表示したり，プリンタ
で印刷したりする際に使用する文字のデ
ザイン。

符号化   42
量子化されたデータをコンピュータで

処理できるように 2進法の数に変換する
こと。

不正アクセス禁止法   13，165
コンピュータネットワークなどの通信

において，アクセスする権限のないコン
ピュータにアクセスすることを禁止する
法律。正式には「不正アクセス行為の禁
止等に関する法律」という。

プライバシー権 
私生活に関わることを勝手に公開され

ない権利。個人情報を許可なく他人に
知られたり，私生活に干渉されたりしな
い権利など。自分についての情報を管理
する権利を含むこともある。

フルカラー   46
full color

自然界に存在するあらゆる色のこと。
ディスプレイに画像を表示する際は，色
の三原色のそれぞれの階調数を 8ビッ
ト（256階調）に設定して 2の 24乗
（16,777,216）通りの色を表示すること
を指す。

フレーム   45
frame

動画を構成する静止画像 1画面のこと。

フレームレート   45
frame rate

1秒間に表示するフレーム数。fps 
(frames per second)と表示する。

ブレーンストーミング   10，118
brainstorming

参加者が自由な雰囲気の中で活発に
意見を出し合うことにより，新しい発見
やアイディアを生み出す発想法。

ブレーンライティング　
brainwriting

各自のアイディアを用紙に記入し，回
覧板のように回しながら，発想を深めた
り，広げたりする方法。

プレゼンテーション   148
presentation

意見や主張などを発表する活動。

プレゼンテーションソフトウェア   154
プレゼンテーションを支援するソフト
ウェア。

フローチャート   68
�ow chart

図形を使って処理の手順を表したもの。
流れ図ともいう。

プロキシサーバ   94
proxy server

学校などの内部ネットワークからイン
ターネットにアクセスする際に，それら
の間に位置して通信の安全性や高速化
を担うサーバ。通信記録，通信の匿名化，
通信負荷の分散などの機能を備える場合
がある。

ブログ
blog

主に個人で運営され，頻繁に更新する
日記的なWebサイトのこと。weblogの略。

プログラミング
programming

プログラムを作成すること。

プログラミング言語   64
programming language

プログラムを作成するための言語。

プログラム   64
program

コンピュータに人間が意図する動作を
行わせるための命令とその処理手順を記
述したもの。

プログラムカウンタ　
program counter

コンピュータ内部の命令を管理する記
憶部。

プロジェクタ　
projector

スクリーンに画像を投影する装置。コ
ンピュータの映像出力を投影できるもの
もある。

プロトコル   92
protocol

情報通信を行うときに必要な約束事。

プロバイダ責任制限法   165
インターネットでプライバシーや著作

権を侵害する内容があった場合，プロバ
イダがその内容に関して負う責任の範囲
や権利を定めた法律。

分散情報システム
ネットワークに接続された複数のコン

ピュータで連携，分担して処理を行うシ
ステム。

文書処理ソフトウェア   150
文書の作成や編集を行うソフトウェア

のこと。文字入力，文章の編集，文字列
の検索や置換，表組みの作成，画像の挿
入，文書の印刷などの機能を備える。

ペイント系ソフトウェア
画像をピクセルごとに描画するソフト

ウェア。手書きの場合と同じように，筆
のタッチやかすれ具合いなども表現でき
る。ラスタデータとして保存される。

ベクトルデータ   43
vector data

描画方法を計算式で保存した画像デ
ータ。保存された情報を基に計算によっ
て図形が再描画される。ラスタデータと
対比される。

変数   71
プログラミングにおけるソースコード

において，コンピュータが扱うメモリ上
の特定の領域を識別するための名前。数
値や文字列などの要素（データ）を一時
的に保管しておく「入れ物」として使う。

補助記憶装置   65
コンピュータにおける主記憶装置以外

の記憶装置。ストレージともいう。

マインドマップ   11
mind map

トニー・ブザン (Tony Buzan)が考案し
た発想法。中心となるキーワードを中央
に配置しキーワードを放射状に広げて書
き並べる。

マスメディア
mass media

テレビ，新聞，雑誌などのように，特
定の発信者から不特定多数の受信者に
広範囲に情報を発信するメディアのこと。

ま　行
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生年月日：1926年 9月 12日　　出身地：宮城県

生年月日：1936年 10月 30日　　出身地：茨城県

経　　歴
 東北大学工学部電気
工学科卒業。東北大
学大学院に進学。
 東北大学電気通信研
究所の助教授に就任。
工学博士号を取得。
 東北大学電気通信研究所教授。
財団法人半導体研究振興会半導体研究所所長
に就任。
東北大学電気通信研究所所長。
東北大学名誉教授に就任。
東北大学総長を務める。

岩手県立大学学長に就任。
 首都大学東京（現・東京都立大学）の学長に
就任。岩手県立大学名誉学長，上智大学特任
教授となる。

1948年

1954年

1960年
1962年
1968年

1983年
1990年
1990 ～
 96年
1998年
2005年

経　　歴
東京大学理学部物理学科卒業。
東京大学大学院にて物理学修士号を取得。
アメリカアイオワ州立大学にて電気工学博士号を
取得。マサチューセッツ工科大学研究員となる。
電気通信大学助教授に就任。
東京大学大型計算機センター（現・東京大学
情報基盤センター）の助教授に就任。
アメリカの研究所に客員研究員として 1年間勤
務。UNIXを持ち帰る。
東京大学大型計算機センター教授。
日本初のインターネットワーク「JUNET」を開設。

1959年
1961年
1964年

1966年
1970年

1975年

1982年
1984年

にしざわ　じゅんいち

西澤 潤一

いしだ　はるひさ

石田 晴久

私は「PINダイオード」
「静電誘導電界効果
トランジスタ」を
開発しました

私は日本にUNIXを
導入し，インターネット
を普及させました

1964年「自己集束型光ファイバー（GI型
光ファイバー）」を開発。1966年にはデータ
通信技術が実現化できる技術であると証明さ

れました。 1971年に静電誘導トランジスタ（SIT）の論文
を発表しました。これは大電流を損失なく遠距離送電できる
技術で，電力の安定供給化に貢献しました。 2000年に日
本人で初めてアメリカIEEEのエジソンメダル（電気工学の業
績を称える栄誉賞）を授与されました。 2002年に，アメ
リカ IEEEが電子工学部門の最高名誉賞「西澤潤一メダル」
を創設しました。
 

光ファイバーを開発したときに特許を出願
したのですが，特許庁に仕組みや使い方を理
解してもらうことができず，却下されました。

アメリカの研究所で宇宙戦争ゲームをプレ
イしました。とてもおもしろかったので，帰
国後に東京大学大型計算機センターのコンピ

ュータにプログラムを登録し，センターのアカウントを使って
みんなでゲームができるようにしました。日本に輸入した最初
のゲーム・プログラムだと思います。 日本で初めて ｢C言
語｣ や ｢UNIX｣ の入門書を出版しました。日本インターネッ
ト協会の初代会長を務めました。
 

1964年に， 
エンゲルバー
ト博士が開発

したてのマウスの操作性を実演
してくれました。手作り感あふ
れる形から，マウスの価値が分
かりませんでした。
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フィードバック　
feedback

元来はシステム制御分野の用語で，出
力情報を用いて入力情報をコントロール
する働きのこと。行動を修正するために，
反応や結果を次の同じ段階に生かすこと
を指すこともある。

フィッシング   16
phishing

ほかのWebページとそっくりなペー
ジを用意し，ユーザ IDやパスワードな
どの重要な情報を盗み取る詐欺行為。

フィルタリング   13
�ltering

Webページの内容を一定の基準で評
価し，選択的に排除することにより，そ
のページの閲覧を制限する仕組み。参照
を許可しないWebページのデータベー
スを利用するブラックリスト方式と，参
照を許可するWebページをリストアッ
プして，それ以外の閲覧を制限するホワ
イトリスト方式がある。

フェイクニュース   27，37
fake news

事実ではない虚偽あるいはでたらめな
情報や報道。人の興味や関心をあおり，
政治活動や個人・企業などの信用失墜に
用いられることもある。

フォント   41，162
font

ディスプレイに表示したり，プリンタ
で印刷したりする際に使用する文字のデ
ザイン。

符号化   42
量子化されたデータをコンピュータで

処理できるように 2進法の数に変換する
こと。

不正アクセス禁止法   13，165
コンピュータネットワークなどの通信

において，アクセスする権限のないコン
ピュータにアクセスすることを禁止する
法律。正式には「不正アクセス行為の禁
止等に関する法律」という。

プライバシー権 
私生活に関わることを勝手に公開され

ない権利。個人情報を許可なく他人に
知られたり，私生活に干渉されたりしな
い権利など。自分についての情報を管理
する権利を含むこともある。

フルカラー   46
full color

自然界に存在するあらゆる色のこと。
ディスプレイに画像を表示する際は，光
の三原色のそれぞれの階調数を 8ビッ
ト（256階調）に設定して 2の 24乗
（16,777,216）通りの色を表示すること
を指す。

フレーム   45
frame

動画を構成する静止画像 1画面のこと。

フレームレート   45
frame rate

1秒間に表示するフレーム数。fps 
(frames per second)と表示する。

ブレーンストーミング   10，118
brainstorming

参加者が自由な雰囲気の中で活発に
意見を出し合うことにより，新しい発見
やアイディアを生み出す発想法。

ブレーンライティング　
brainwriting

各自のアイディアを用紙に記入し，回
覧板のように回しながら，発想を深めた
り，広げたりする方法。

プレゼンテーション   148
presentation

意見や主張などを発表する活動。

プレゼンテーションソフトウェア   154
プレゼンテーションを支援するソフト

ウェア。

フローチャート   68
�ow chart

図形を使って処理の手順を表したもの。
流れ図ともいう。

プロキシサーバ   94
proxy server

学校などの内部ネットワークからイン
ターネットにアクセスする際に，それら
の間に位置して通信の安全性や高速化
を担うサーバ。通信記録，通信の匿名化，
通信負荷の分散などの機能を備える場合
がある。

ブログ
blog

主に個人で運営され，頻繁に更新する
日記的なWebサイトのこと。weblogの略。

プログラミング
programming

プログラムを作成すること。

プログラミング言語   64
programming language

プログラムを作成するための言語。

プログラム   64
program

コンピュータに人間が意図する動作を
行わせるための命令とその処理手順を記
述したもの。

プログラムカウンタ　
program counter

コンピュータ内部の命令を管理する記
憶部。

プロジェクタ　
projector

スクリーンに画像を投影する装置。コ
ンピュータの映像出力を投影できるもの
もある。

プロトコル   92
protocol

情報通信を行うときに必要な約束事。

プロバイダ責任制限法   165
インターネットでプライバシーや著作

権を侵害する内容があった場合，プロバ
イダがその内容に関して負う責任の範囲
や権利を定めた法律。

分散情報システム
ネットワークに接続された複数のコン

ピュータで連携，分担して処理を行うシ
ステム。

文書処理ソフトウェア   150
文書の作成や編集を行うソフトウェア

のこと。文字入力，文章の編集，文字列
の検索や置換，表組みの作成，画像の挿
入，文書の印刷などの機能を備える。

ペイント系ソフトウェア
画像をピクセルごとに描画するソフト

ウェア。手書きの場合と同じように，筆
のタッチやかすれ具合いなども表現でき
る。ラスタデータとして保存される。

ベクトルデータ   43
vector data

描画方法を計算式で保存した画像デ
ータ。保存された情報を基に計算によっ
て図形が再描画される。ラスタデータと
対比される。

変数   71
プログラミングにおけるソースコード

において，コンピュータが扱うメモリ上
の特定の領域を識別するための名前。数
値や文字列などの要素（データ）を一時
的に保管しておく「入れ物」として使う。

補助記憶装置   65
コンピュータにおける主記憶装置以外

の記憶装置。ストレージともいう。

マインドマップ   11
mind map

トニー・ブザン (Tony Buzan)が考案し
た発想法。中心となるキーワードを中央
に配置しキーワードを放射状に広げて書
き並べる。

マスメディア
mass media

テレビ，新聞，雑誌などのように，特
定の発信者から不特定多数の受信者に
広範囲に情報を発信するメディアのこと。
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